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議題名：

問合せ先

担当部署

担当者名

ＴＥＬ 671－3456 ＦＡＸ 641-1677

資料№３　　

令和４年度家具転倒防止対策助成事業のご案内

戸塚区連合町内会自治会連絡会５月定例会

議　題　説　明　書

総務局地域防災課

総務局地域防災課

水谷、小野

総務局地域防災課　

【内容】

【例年あげている議題か？】

【何をすればいいのか？】【いつから（いつまでに）すればいいのか？】

【その他、注意することなど】
・申込先は委託先であるNPO法人横浜市まちづくりセンター（TEL262-0667）へお願いいたし
ます。
・無料で取付代行できる家具は２つまでです。

 地震時の家具の転倒から身を守るために居住者全員が下記要件①～⑥のいずれかである
場合は、家具転倒防止器具の取付けを無償で代行します（取付員を派遣します。器具代は
申請者のご負担となります。）。
【要件】①65歳以上、②身体障害者手帳の交付を受けている、③愛の手帳（療育手帳）の交
付を受けている、④精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている、⑤介護保険法による要
介護、又は要支援の認定を受けている、⑥中学生以下

【申込期限】
令和４年７月31日まで（市全体で先着300個）

今回４回目で、前回は令和３年５月にご説明いたしました。

・情報提供として、各自治会町内会1部ずつ資料を配布いたします。
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